
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２
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○
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
（
抄
）

（
運
送
引
受
義
務
）

第
十
三
条

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
場
合
を
除
い
て
は
、
運
送
の
引
受
け
を
拒

絶
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

当
該
運
送
の
申
込
み
が
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
運
送
約
款
（
標
準
運
送
約
款
と
同
一
の
運
送
約
款
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、
当
該
運
送
約
款

）
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

二

当
該
運
送
に
適
す
る
設
備
が
な
い
と
き
。

三

当
該
運
送
に
関
し
申
込
者
か
ら
特
別
の
負
担
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

四

当
該
運
送
が
法
令
の
規
定
又
は
公
の
秩
序
若
し
く
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

五

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
運
送
上
の
支
障
が
あ
る
と
き
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
。

（
輸
送
の
安
全
等
）

第
二
十
七
条

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
計
画
（
路
線
定
期
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
事
業
計
画
及
び
運
行
計
画
）
の

遂
行
に
必
要
と
な
る
員
数
の
運
転
者
の
確
保
、
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
が
そ
の
休
憩
又
は
睡
眠
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
整
備
、
事
業
用
自
動
車
の
運

転
者
の
適
切
な
勤
務
時
間
及
び
乗
務
時
間
の
設
定
そ
の
他
の
運
行
の
管
理
、
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
、
車
掌
そ
の
他
旅
客
又
は
公
衆
に
接
す
る
従
業
員
（
次
項
に
お
い
て

「
運
転
者
等
」
と
い
う
。
）
の
適
切
な
指
導
監
督
、
事
業
用
自
動
車
内
に
お
け
る
当
該
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
の
掲
示
そ
の
他
の
旅
客
に
対
す
る
適
切
な
情
報
の
提
供
そ

の
他
の
輸
送
の
安
全
及
び
旅
客
の
利
便
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

（
事
故
の
報
告
）

第
二
十
九
条

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
用
自
動
車
が
転
覆
し
、
火
災
を
起
こ
し
、
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
事
故
の
種
類
、
原
因
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
）

（
原
簿
）

第
四
条

（
略
）

２

原
簿
は
、
指
定
地
域
ご
と
に
設
け
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
五
条

（
略
）

２

登
録
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

申
請
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
（
登
録
を
条
件
と
し
て
雇
用
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三

申
請
者
が
受
け
て
い
る
第
二
種
運
転
免
許
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普

通
第
二
種
免
許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
並
び
に
こ
れ
に
係
る
運
転
免
許
証
の
番
号
及
び
有
効
期
限

四

申
請
に
係
る
指
定
地
域

３

（
略
）

（
登
録
の
実
施
）

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
理
し
た
と
き
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
す
る
場
合
を
除
き
、
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
登
録
の
年
月
日
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
拒
否
）

第
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は

該
当
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

道
路
運
送
法
第
二
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
な
い
こ
と
。

二

タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
道
路
運
送
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
省
令
の
規
定
に
違
反
し
な
け
れ
ば
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
と
し
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
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が
で
き
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三

（
略
）

四

当
該
指
定
地
域
内
に
営
業
所
を
有
す
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
と
し
て
選
任
さ
れ
て
お
り
、
又
は
選
任
さ
れ
る
こ
と
を
予
定

さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

五

現
に
第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
示
し
て
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
事
項
の
変
更
等
の
届
出
）

第
八
条

登
録
運
転
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

二

（
略
）

三

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
の
存
続
す
る
期
間
が
短
縮
さ
れ
た
と
き
。

２

前
項
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
由
を
証
す
る
書
面
を
添
附
し
、
又
は
申
請
者
が
受
け
て
い
る
第
二
種
運
転
免
許
に

係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除
す
る
場
合
を
除
き
、
届
出
が
あ
つ
た
事
項
を
登
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
九
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
運
転
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
、
又
は
登
録
運
転
者
と
な
る
前
二
年
以
内
に
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

三

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い
た
と
き
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
す
と
き
は
、
当
該
登
録
運
転
者
に
つ
い
て
、
二
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
登
録
を
行
な
わ
な
い
旨
の
決
定
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
運
転
者
が
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
し
た
場
合
に
お
い
て
同
項
の
処
分
前
に
そ
の
登
録
の
消
除
が
行
な
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
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二
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
登
録
を
行
な
わ
な
い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
処
分
に
係
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
消
除
）

第
十
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
運
転
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

二

第
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
し
て
い
る
と
き
。

三

そ
の
雇
用
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
な
く
な
り
、
又
は
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
と
し
て
選
任
さ
れ
な
く
な
つ
た
後
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
登
録
の
消
除
を
申
請
し
た
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
運
転
者
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を

登
録
し
、
そ
の
事
由
の
存
続
す
る
期
間
、
登
録
の
効
力
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
効
力
を
停
止
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

登
録
の
消
除
に
係
る
者
を
雇
用
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者

二

第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
効
力
を
停
止
す
る
場
合
を
含
む
。
）

登
録
の
消
除
又
は
効
力
の
停
止
に
係
る
者
及
び
そ
の
者
を
雇

用
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者

第
十
一
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
消
除
に
係
る
原
簿
に
次
の
事
項
を
記
載
し
て
政
令
で
定
め
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
の
消
除
の
事
由
（
そ
の
事
由
が
登
録
の
取
消
し
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
登
録
の
取
消
し
の
事
由
）

二

第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
処
分
が
あ
つ
た
と
き
は
、
登
録
を
行
な
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
間

（
原
簿
の
謄
本
等
）

第
十
二
条

登
録
運
転
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
そ
の
者
に
係
る
原
簿
の
謄
本
の
交
付
又
は
閲
覧
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
地
域
内
に
営
業
所
を
有
す
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
当
該
指
定
地
域
に
係
る
原
簿
の
謄
本
の
交
付
又
は
閲
覧
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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（
運
転
者
証
の
交
付
）

第
十
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
指
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
と
し
て
登
録
運
転
者
を
雇
用
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
申
請
に
よ
り
、
当
該

登
録
運
転
者
に
係
る
運
転
者
証
を
交
付
す
る
。

（
運
転
者
証
の
記
載
事
項
の
訂
正
）

第
十
五
条

タ
ク
シ
ー
事
業
者
は
、
交
付
を
受
け
て
い
る
運
転
者
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
運
転
者
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
て
、
訂
正

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
者
証
の
返
納
等
）

第
十
六
条

タ
ク
シ
ー
事
業
者
は
、
そ
の
雇
用
す
る
登
録
運
転
者
に
つ
い
て
次
の
事
由
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
登
録
運
転
者
又
は
登
録
運
転
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る

運
転
者
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
（
第
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

。
）
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
。

二

退
職
し
た
と
き
。

三

指
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
を
や
め
た
と
き
。

四

第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
事
由
に
よ
る
登
録
の
消
除
に
係
る
同
条
第
三
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
。

２

タ
ク
シ
ー
事
業
者
は
、
そ
の
雇
用
す
る
登
録
運
転
者
が
第
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ

と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
登
録
運
転
者
に
係
る
運
転
者
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
者
証
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
第
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
の
存
続
す
る
期
間
中
、
当
該
運
転
者
証

を
領
置
す
る
も
の
と
す
る
。

（
運
転
者
証
の
再
交
付
）

第
十
七
条

タ
ク
シ
ー
事
業
者
は
、
運
転
者
証
を
よ
ご
し
、
損
じ
、
又
は
失
つ
た
と
き
は
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
十
五
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

六

申
請
者
の
役
員
で
適
正
化
業
務
に
従
事
す
る
も
の
の
う
ち
に
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
若
し
く
は
道
路
運
送
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処

こ

せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
が
あ
る
こ
と
。

（
事
業
計
画
等
）

第
三
十
六
条

適
正
化
事
業
実
施
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
、
適
正
化
業
務
に
係
る
事
業
計
画
、
収
支
予
算
及
び
資
金
計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

（
地
理
の
試
験
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料
を
国
土
交
通
大
臣
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


